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平成１６年年金制度改革について（合意） 

 

平成１６年２月４日 

与党年金制度改革協議会 

 
改革の基本骨格についての昨年１２月１６日の合意と合わせ、年金制

度改革について下記のとおり合意する。政府においては、これら合意を

踏まえ、改革事項全般についての関連法案をとりまとめるべきである。 
 今回の改革案においては、今後約１００年間を見通して年金財政の均

衡を図ることとした上で、 
 ① 基礎年金の国庫負担割合を３分の１から２分の１に引き上げる、 
 ② 保険料水準の上限を固定し、社会全体の保険料負担能力の伸びを

反映して給付水準を自動的に調整する、 
 ③ 厚生年金の給付については、現役世代の平均収入の５０％以上の

水準を確保する 
ことの３点を基本原則とした。これらにより、今後は５年ごとの財政再

計算の度に給付と負担を見直すということはなく、国民が老後に安心感

を持てるよう、恒久的に安定した制度を構築することとする。 
 
 年金制度は相互の助け合い、連帯であることを基本として、より良い

年金制度を構築していくとの考え方の下に、次の課題に取り組むものと

する。 
 ① 働き方の多様化、ライフスタイルの変化に対応し、老後に安心感

の持てる年金制度をどのようにしてつくっていくか（短時間労働者

の問題など）。 
 ② 現在の公的年金制度では、被用者と自営業者等について給付、負

担両面において異なる原理に基づいて制度が創設されているが、厚

生年金と共済年金の統合の問題を含めて、どのようにしてより公平

な年金制度としていくか。 
これらの課題について、社会保障制度全体の在り方の検討を続け、税

制の抜本的改革の動向を視野に入れながら、５年後を目途に結論を得る

ものとする。 
  
将来に向けそのような中長期的課題に関する検討を進めていくとして

も、今回の改革は、少子高齢化が急速に進む中で、公的年金制度を将来

にわたり持続可能で安定的なものとし、国民の老後の安心を確保するた

めの制度の根幹に関わる大きな改革である。年金改革法案の今国会での

成立を図ることこそが、国民の期待に応えることとなるものと確信する。 
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記 

  

１、在職老齢年金制度の見直し等 
 
（１）６０歳台前半の在職老齢年金制度については、働き始めると年金

が一律２割支給停止される現行の仕組みを廃止する。 
 
（２）７０歳以上の被用者については、 
① 退職後の年金受給期間等を勘案し、保険料の負担を求めないこ

ととし、 
② 厚生年金の給付については、６０歳台後半の被用者と同様、

調整を行う。 

 
（３）在職老齢年金制度については、保険料負担と給付調整の両面にわ

たり、公的年金の支え手の在り方を勘案の上、引き続き検討を行う

ものとする。 

 

（４）６５歳以降の老齢厚生年金について、繰下げ制度を導入し、年

金受給開始年齢を選択できるようにする。 

 

２、短時間労働者への厚生年金の適用 
 

雇用の多様化の一層の進行は、我が国の年金制度など社会保障制度

の根幹にかかわる問題である。 

このような中で、短時間労働者への厚生年金の適用については、被

用者としての年金保障を充実する観点や、企業間の負担の公平を図る

観点から、その在り方を今後見直していくことが重要な課題である。 

見直しに当たっては、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業す

る企業への影響、適用に当たっての事務手続の効率性、短時間労働者

の意識、就業の実態及び雇用への影響を十分踏まえるとともに、他の

社会保障制度や雇用に関する施策その他の施策との整合性に十分配慮

することが必要である。 

このような考え方に立って、厚生年金が企業や被用者の雇用形態の

選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、法律の施行後５年を目

途として、総合的に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じ

るものとする。 
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３、次世代育成支援の拡充 
 
次世代育成支援対策については、現在の育児休業期間中の保険料免

除制度を子どもが３歳までに拡充するとともに、勤務時間の短縮等の

措置を受けながらも就業を継続する者についても育児期間前の報酬に

応じた保険料納付が行われたものとみなす措置を創設する。 

    さらに、すべての子育て世帯を対象とした次世代育成支援対策の今
後の展開に合わせた年金制度の果たすべき役割についても、引き続き

検討する。 

 

４、女性と年金 
 
（１）第３号被保険者期間の厚生年金の分割 
  第３号被保険者制度の在り方は、世帯単位で給付と負担の仕組みが

設計されている厚生年金の基本的な考え方などに深くかかわる問題で

ある。 

  この問題を考えるに当たり、被扶養配偶者を有する厚生年金の加入

者が負担した保険料は夫婦で共同して負担したものであり、被扶養配

偶者にもいわば潜在的な権利があることは基本であるが、当面、離婚

時など分割の必要な事情がある場合に分割できることとする取扱いと

し、女性と年金の在り方について、更に検討を深めることとする。 

  このような認識に基づき、第３号被保険者期間（施行後の期間）に

ついては、離婚した場合又は配偶者の所在が長期にわたり明らかでな

い場合など分割を適用することが必要な事情があるものとして厚生労

働省令で定める場合、その配偶者の厚生年金（保険料納付記録）の２

分の１を分割できるものとする。 
 
（２）離婚時の厚生年金の分割 

離婚した場合の厚生年金については、配偶者の同意又は裁判所の決

定があれば、分割できるものとする。 
 
（３）遺族年金の見直し 
  自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額

を遺族厚生年金として支給する仕組みに改める。 
  また、子のいない３０歳未満の遺族配偶者の遺族厚生年金を５年の

有期給付とする。併せて、中高齢寡婦加算の支給対象については、夫

死亡時４０歳以上とする。 
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５、障害年金の改善 
 
障害年金については、障害者が障害を持ちながら自ら働いた期間に

応じた老齢年金が受けられるよう、障害基礎年金と老齢厚生年金等の

併給ができる仕組みとする。 

 
６、厚生年金及び国民年金の保険料水準 
 
  以上を踏まえ、保険料水準固定方式の下における厚生年金及び国民

年金の保険料水準については、以下のとおりとする。 
 
（１）厚生年金の保険料 

平成１６（２００４）年１０月から、毎年０．３５４％（本人   

０．１７７％）ずつ引き上げ、平成２９（２０１７）年度以降   

１８．３０％とする。 

 
（２）国民年金の保険料 

平成１７（２００５）年４月から、毎年、月額２８０円（平成   

１６年度価格）ずつ引き上げ、平成２９（２０１７）年度以降    

１６，９００円（平成１６年度価格）とする。 
 

７、国民年金保険料の徴収対策の強化 
 
国民年金保険料の未納問題は、制度に対する信頼を損ない、社会連

帯に基づく制度の根幹にかかわる重大な問題であり、保険料の確実で

効率的な徴収は、国民皆年金を堅持する上で極めて重要である。この

ため、制度面、運用面を通じて、納付率低下の要因を踏まえた個別対

策、納付意識の喚起につながる対策を徹底して進める。 

  特に今回改正においては、所得に応じた多段階免除制度の導入、単

身世帯等の免除基準の見直し、若年の就業困難者に対する納付猶予制

度の導入、保険料追納制度の改善や口座振替割引の拡充、市町村から

の所得情報の取得等の納付しやすい仕組みの拡大等の措置を講じる。 
  このような措置の効果を踏まえつつ、引き続き、制度面、運用面の

対応の在り方について検討を進める。 
 
８、年金制度の理解を深めるための取組み 
 

  被保険者、特に若年世代の年金制度に対する理解を深めるため、保

険料納付実績、年金額の見込み等の年金個人情報を定期的に通知する

こととする。その中では、自らの納付実績を確認し、将来受給する年
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金が着実に増加していくことが実感できるよう保険料納付実績を点数

化する仕組み（ポイント制）をできるだけ早期に導入する。 

 

９、第３号被保険者の特例届出の実施 

 

  過去の第３号被保険者の未届期間について特例的に届出をするこ

とができることとし、届出に係る期間は保険料納付済期間とする。 

 

１０、年金を受給していない障害者への福祉的措置の検討 

 
年金に未加入であったために障害者になっても年金を受けられない

いわゆる無年金障害者については、その生活実態を踏まえた福祉的措

置の在り方についてさらに検討し、必要な財源の在り方とともに速や

かに結論を得ることとする。 

 

１１、企業年金の安定化と充実 

 

企業年金については、厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除及び

解散時の特例措置（分割納付及び納付額の特例）、確定拠出年金の改善

（中途引出しの要件緩和等）、企業年金のポータビリティの向上措置を

講じる。 

 

１２、年金積立金の運用の在り方等の見直し 

 

① 年金積立金運用に関しては、長期的に、安全かつ効率的な運用を

行うため、市場への影響に留意しつつ、国内債券を中心として、国

内外の株式を一定程度組み入れた分散投資を行っていくこととする。 

② そのための運用組織については、専門性の徹底、責任の明確化を

基本として、年金積立金の管理運用のための独立行政法人（「年金積

立金管理運用独立行政法人」）を平成１８年度に創設する。 

③ 厚生労働大臣は、運用の目標等に関する中期目標を当該法人に指

示する。当該法人は、これに基づく中期計画の中で基本ポートフォ

リオを定めるものとする。 

④ これとともに、現在の年金資金運用基金を廃止し、また、グリー

ンピアの廃止、年金住宅融資の廃止を平成１７年度までに確実に行

う。既往の住宅融資債権の管理・回収業務及び教育資金貸付あっせ

ん業務は、独立行政法人福祉医療機構が承継するものとする。 

 ⑤ 年金の福祉施設として整備が行われてきた病院、保養施設等につ

いての今後の方針については、本年２月中を目途に結論を得る。 

 


